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下請取引適正化推進月間の実施について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、公正取引委員会及び中小企業庁では、毎年 11 月を「下請取引適正化推進   

月間」とし、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」）の普及・啓発に係る取組

を集中的に行っているところですが、本年度についても、下請取引適正化推進講習会

の実施等により、下請法の普及・啓発を行う旨、別紙１のとおり通知がありました。 

つきましては、ご多忙の折り誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の皆様

に対して周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以 上 
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